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① ② ③ ④ ⑤

歩道が途中で切れる 見通しの悪い交差点 自動車のすれ違いが困難 自転車と自動車の混在

第Ⅰ期
L=360m

第Ⅱ期
L=110m

路肩を歩く歩行者

※埴科幹線水路は⾧野県埴科郡土地改良区が所有し管理している
農業用水路です。

（令和６年11月のオープンハウス資料）
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計画道路 標準断面図

歩道及び自転車通行帯を整備し、通勤・通学者の安全確保を図ります

16.0m

3.5m 3.5m9.0m

2.0m2.0m 1.5m1.5m 1.5m1.5m 3.0m3.0m
植樹帯 植樹帯自転車

通行帯

（参考）
市道埴生本線［(都)旧国道線］は全体幅員18.0ｍ
車道3.0ｍ、停車帯1.5ｍ、
植樹帯1.0ｍ、自転車歩行者道3.5ｍ

新設の場合、自転車歩行者道は認められていません

（令和６年11月のオープンハウス資料）
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案

A

案

B

案

C

〇ルート概要：県道姨捨停車場線からの中心線の法線をそのまま延⾧させ、埴科幹線水路のスラブを新設・改修し、その上に新設道路の歩道を設置する案。

〇ルʷト概要：埴科幹線水路への影響を最小限とするため、県道姨捨停車場線からの中心線の法線を北側へ片押しシフトさせ、尚且つ埴科幹線水路を歩道内に占有させない案。

道路計画線にかかる建物（家屋・工場等） 道路計画線にかかる工作物（小屋等）

〇計画条件
計画交通量 8,900台/日（精査中） 道路区分 第４種第２級
設計速度V＝40km/h 全幅員:W＝16.0ｍ

〇ルート概要：既設埴科幹線水路の南側にボックスを新設し水路を切り回し、その上に新設道路の歩道を設置し、その後既設水路を取り壊す案。

特徴

・北側へ多めに拡幅する
線形。
・用地取得面積が少ない。
・今後、水路の修繕及び
更新の際に道路を掘削し
なければならない。
・交通荷重の影響により
既設水路が損傷した場合、
道路陥没等の危険性が考
えられる。

・南北平等に拡幅する線
形。
・用地取得面積が少ない。
・幹線水路を新設する必
要がある。
・道路改良と同時期に躯
体が更新されるため、当
面の間は大規模な修繕や
更新が不要である。

・北側へのみ拡幅する線
形。
・用地取得面積が多い。
・幹線水路に影響がない。
・現在、水路の直上には
家屋が建築されている部
分がある。
・交差点付近がカーブと
なる。

特徴

特徴
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断面図 

  

 

 

道路構造 

道路延⾧ L=480m 

最小曲線半径 Rmin=160m 曲線数＝1   

最急縦断勾配 I=2.91%                                            

道路延⾧ L=470m 

最小曲線半径 Rmin=160m 曲線数＝3   

最急縦断勾配 I=2.9% 

道路延⾧ L=490 m 

最小曲線半径 Rmin=160m 曲線数＝4   

最急縦断勾配 I=2.0% 

周辺家屋 

への影響 

〇用地取得面積が少ない。 

〇影響する家屋は 19 軒、小屋は 16 軒。 

〇用地取得面積が少ない。 

〇影響する家屋は 22 軒、小屋は 13 軒。 

〇用地取得面積が多い。 

〇影響する家屋は 19 軒、小屋は 17 軒。 

埴科幹線水路  

との関係性 

【施工時】 

道路改良の際、幹線水路の補強又は車道部との離隔が必要となる。 

【維持管理】 

幹線水路の老朽化に伴う維持修繕・更新が必要である。 

今後、幹線水路の大規模修繕及び更新の際に道路を掘削しなければ

ならない。 

【施工時】 

道路改良の際、幹線水路を新設する必要がある。 

【維持管理】 

幹線水路の老朽化に伴う維持修繕・更新が必要である。 

道路改良と同時期に幹線水路が新設されるため、当面の間は大規模

な修繕や更新が不要である。 

【施工時】 

道路改良の際、幹線水路に影響がない。 

【維持管理】 

幹線水路の老朽化に伴う維持修繕・更新が必要である。 

現在、幹線水路の上部には家屋が建築されている部分がある。 

交通への影響 ・横断歩道橋取付部においては、歩道幅員が不足することから、拡幅

が必要となる。 

・交通荷重の影響によって既設幹線水路が損傷した場合、道路陥没

等の危険性が考えられる。 

横断歩道橋取付部においては、歩道幅員が不足することから、拡幅

が必要となる。 

国道１８号交差点部において県道からの法線を北側にシフトさせる

ため、交差点付近がカーブとなる。 

NO.17
GH=362.53

FH=362.802

2000 1500 1500 3000 3000 1500 1500 2000

16000

1.50%2.00% 1.50% 2.00%

NO.17
GH=362.53

FH=362.802

2000 1500 1500 3000 3000 1500 1500 2000

16000

1.50%2.00% 1.50% 2.00%

NO.18
GH=362.50

FH=363.064

2000 1500 1500 3000 3000 1500 1500 2000

16000

1.50%2.00% 1.50% 2.00%

（令和６年11月のオープンハウス資料）
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（１）市道打沢新道線整備事業に関するオープンハウス
・開催日:令和６年１１月２２日（金）・２３日（土）
・来場者:１１月２２日 ２７組

１１月２３日 ２０組
後日、沿線欠席者に説明資料及び意向調査票を配布

（３）各案に関するご意見
〇A案
・無し。

〇B案
・地域がうまく合意する案が良い。
・地域が落ち着く感じがする。

〇C案
・片側に寄せると地域に遺恨を残してしまう。
・打沢交差点が変則的な形状となり事故が懸念される。

（２）
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・歩行者が安心して歩けるような整備を希望する。
・埴生本線との交差点は自動車の行き来がし易い形状が良い。

自転車通行帯を設け、歩行者と自転車を分離し歩道の幅を広く確保し、交差点は関係機関
（公安委員会・国道事務所等）と協議を進め、スムーズな交通と安全に配慮します。

〇線形の検討にあたり参考としたご意見

・安全確保のために早期完成を希望する。
・影響する家屋が少ない方が良い。

工期がなるべく短期間となり、家屋への影響や事業費の低減に配慮した線形とします。

・埴科幹線水路は昭和４０年頃建設され老朽化していると思われるので扱いをどうするか。
・幹線水路を改修、補強により陥没を防いでいただきたい。

埴科郡土地改良区と協議を進め、本工事に併せ幹線水路を更新することも視野に入れ安全
に配慮した設計を進めます。
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A案（北側へ多めに拡幅する線形）
B案に比べ用地取得面積が多い。

〇線形の検討

B案（南北両側に拡幅する線形）
用地取得面積が少ないがA案に比べ影響する家屋が多い。→修正が必要

C案（北側へのみ拡幅する線形）
打沢交差点付近にカーブがあり安全性に若干欠ける。影響する家屋が多い。

•
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歩道

オープンハウスでは植樹帯を1.5ｍと提示していましたが、維持管理の軽減を求めるご意見や歩行者が安心して

歩けるような整備を望むご意見を踏まえ、最低限の1.0ｍに縮め歩道を2.0ｍから2.5ｍに拡げました。
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暗渠

※線形について今後変更となる場合があります。

※交差点形状について公安委員会との協議により

今後変更となる場合があります。
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都市
計画道

路旧国
道線

市道
埴生

本線
として

整備

※埴科幹線水路を更新する場合は、道路北側歩道

下に新しい水路を設けることを視野に入れています。

歩道設
置

一重山を越えるルート事業化まで交差点等は
暫定形で工事を行います。
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※一重山を越えるルートの説明会は、令和７年秋以降（１０月を目標）として屋代・
埴生公民館での説明を予定しております。なお、詳細設計説明会の際に同様の説明を
行う予定です。
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